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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 8月 4日 (2004.8.4)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 倒 立 顕 微 鏡 本 体 に 着 脱 自 在 に 設 け ら れ る も の で あ っ て 、 前 記 倒 立 顕 微 鏡 本 体 の 設 置 部 よ
り 延 出 さ れ 、 先 端 部 に 脚 部 を 有 す る 延 出 部 が 形 成 さ れ た 転 倒 防 止 部 材 を 具 備 す る こ と を 特
徴 と す る 倒 立 顕 微 鏡 転 倒 防 止 機 構 。
【 請 求 項 ２ 】
　 倒 立 顕 微 鏡 本 体 に 角 度 調 整 自 在 に 設 け ら れ る も の で あ っ て 、 前 記 倒 立 顕 微 鏡 本 体 の 設 置
部 よ り 延 出 さ れ 、 先 端 部 に 脚 部 を 有 す る 延 出 部 が 形 成 さ れ た 転 倒 防 止 部 材 を 具 備 す る こ と
を 特 徴 と す る 倒 立 顕 微 鏡 転 倒 防 止 機 構 。
【 請 求 項 ３ 】
　 倒 立 顕 微 鏡 本 体 に 収 納 さ れ る 第 １ の 位 置 及 び 前 記 倒 立 顕 微 鏡 本 体 の 設 置 部 よ り 延 出 さ れ
る 第 ２ の 位 置 を 司 る も の で あ っ て 、 先 端 部 に 脚 部 を 有 す る 延 出 部 が 形 成 さ れ た 転 倒 防 止 部
材 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 倒 立 顕 微 鏡 転 倒 防 止 機 構 。
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　 さ ら に 、 前 記 転 倒 防 止 部 材 に 前 記 倒 立 顕 微 鏡 本 体 の 設 置 部 が 載 置 さ れ る 載 置 部 に 固 定 す
る 固 定 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 の い ず れ か 記 載 の 倒 立 顕 微 鏡 転 倒 防
止 機 構 。

倒 立 顕 微 鏡 本 体 に 対 し て そ れ ぞ れ が 独 立 し て 取 付 角 度 を 調 整 可 能 に 設 け ら れ る も の で あ
っ て 、 前 記 倒 立 顕 微 鏡 本 体 の 設 置 部 に 収 納 ま た は 延 出 さ れ 、 先 端 部 に 脚 部 を 有 す る 複 数 の
延 出 部 が 形 成 さ れ た 転 倒 防 止 部 材 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 倒 立 顕 微 鏡 転 倒 防 止 機 構 。
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